
様式 １　公表されるべき事項

物質・材料研究機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

  ②  平成27年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成27年度における改定内容

役員報酬支給基準は、法人の長については、本給、地域手当、期末
特別手当及び通勤手当から構成されている。月額については、国立
研究開発法人物質・材料研究機構役員報酬規程に則り、本給に地域
手当、通勤手当を加算して算出している。
期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において役員が受ける
べき本給及び地域手当の月額並びに本給の月額に100分の25を乗じ
て得た額並びに本給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た
額の合計額に6月に支給する場合においては100分の155、12月に支
給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇
月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た
額としている。期末特別手当の額は、文部科学大臣が実施する業績
評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、理事長がこれを増額
し、又は減額することができる。
なお、平成27年度では、本給の引上げ（1,000円引き上げ）、期末特別
手当の引上げ（年間0.05月分引上げ）及び地域手当の引上げ（2％引
上げ）を実施した。

当該法人の主要事業は研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、類似事
業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公共団体が運営する研
究機関のうち、常勤職員数（当該法人552人）で比較的同等と認められる、以下の法人
等を参考とした。
① 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所･･･当該法人は、同じ国立研究開発法
人として研究業務を実施していた（常勤職員数454人）。公表資料によれば、平成26年度
の長の年間報酬額は19,265千円であり、公表対象年度の役員報酬規程に記載された本
俸額等を勘案すると、19,597千円と推定される。同様の考え方により、理事については
15,488千円、監事については13,367千円と推定される。
② 国立感染症研究所長･･・当該機関は、当法人と同様、研究業務を実施している（常
勤職員数365人）。当該機関の所長の俸給は指定職6号俸である。これらを基に独自の
試算を行ったところ、所長の年間報酬額は20,087千円と推定される。
③ 事務次官年間報酬額･･･22,490千円

文部科学大臣の機構に対する業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、理
事長がこれを増額し、又は減額し、平成27年度の期末特別手当の支給額を決定した。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方
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理事

監事

監事（非常勤）

役員報酬支給基準は、理事については、本給、地域手当、期末特別
手当及び通勤手当から構成されている。月額については、国立研究
開発法人物質・材料研究機構役員報酬規程に則り、本給に地域手
当、通勤手当を加算して算出している。
期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において役員が受ける
べき本給及び地域手当の月額並びに本給の月額に100分の25を乗じ
て得た額並びに本給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た
額の合計額に6月に支給する場合においては100分の155、12月に支
給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇
月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た
額としている。期末特別手当の額は、文部科学大臣が実施する業績
評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、理事長がこれを増額
し、又は減額することができる。
なお、平成27年度では、本給の引上げ（1,000円引き上げ）、期末特別
手当の引上げ（年間0.05月分引上げ）及び地域手当の引上げ（2％引
上げ）を実施した。

役員報酬支給基準は、監事については、本給、地域手当、期末特別
手当及び通勤手当から構成されている。月額については、国立研究
開発法人物質・材料研究機構役員報酬規程に則り、本給に地域手
当、通勤手当を加算して算出している。
期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において役員が受ける
べき本給及び地域手当の月額並びに本給の月額に100分の25を乗じ
て得た額並びに本給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た
額の合計額に6月に支給する場合においては100分の155、12月に支
給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇
月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た
額としている。期末特別手当の額は、文部科学大臣が実施する業績
評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、理事長がこれを増額
し、又は減額することができる。
なお、平成27年度では、本給の引上げ（1,000円引き上げ）、期末特別
手当の引上げ（年間0.05月分引上げ）及び地域手当の引上げ（2％引
上げ）を実施した。

役員報酬支給基準は、監事（非常勤）については、非常勤役員手当及
び通勤手当から構成されている。月額については、国立研究開発法
人物質・材料研究機構役員報酬規程に則り、本給に通勤手当を加算
して算出している。
なお、平成27年度では、本給の引上げ（1,000円引き上げ）を実施し
た。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成27年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

15,982 9,495 5,252 1,234 （地域手当） 12月31日
※

千円 千円 千円 千円

3,686 3,104
466
115

（地域手当）
（通勤手当） 1月1日

※
千円 千円 千円 千円

17,319 10,944 4,683
1,642

50
（地域手当）
（通勤手当） 3月31日

※
千円 千円 千円 千円

14,670 9,816 2,823
1,472

558
（地域手当）
（通勤手当） 3月31日

※
千円 千円 千円 千円

16,071 9,816 4,200
1472
583

（地域手当）
（通勤手当） 3月30日

◇
千円 千円 千円 千円

15,815 10,008 4,282
1,501

24
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

1,277 1,227 50 （通勤手当） 4月1日

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長B

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

法人の長A

A理事

B理事

A監事

B監事
（非常勤）

その他（内容）
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　法人の長

　理事

　監事

物質・材料研究機構は、金属材料技術研究所と無機材質研究所の二
つの国立研究所が統合して発足した法人であり、物質・材料科学技術
に関する基礎研究および基盤的研究開発を行い、研究成果の情報発
信及び活用促進を図ると共に、施設及び設備の共用、研究者・技術者
の養成と資質の向上を目的としている。
そうした組織の中で、物質・材料研究機構の理事は、自らに与えられ
た研究業務等を統括する一方で、産学官との連携を進めるなど、高い
マネジメント能力やリーダーシップに加え、研究分野等に対する高度
な専門性が求められる。
理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の専務取締
役報酬2,605万円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の
年間給与額2,249万円と比べてもそれ以下となっている。
また、研究開発を主要な業務とする旧国立研究開発法人放射線医学
総合研究所の理事の報酬水準は、1,549万円と推定され同水準であ
る。
こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準
は妥当であると考えられる。

物質・材料研究機構は、金属材料技術研究所と無機材質研究所の二
つの国立研究所が統合して発足した法人であり、物質・材料科学技術
に関する基礎研究および基盤的研究開発を行い、研究成果の情報発
信及び活用促進を図ると共に、施設及び設備の共用、研究者・技術者
の養成と資質の向上を目的としている。
そうした組織の中で、物質・材料研究機構の長は、法人全体の研究業
務を統括する一方で、産学官との連携を進めるなど、高いマネジメント
能力やリーダーシップに加え、研究分野に対する高度な専門性が求
められる。
理事長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報
酬2,791万円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間
給与額2,249万円と比べてもそれ以下となっている。
また、研究開発を主要な業務とする旧国立研究開発法人放射線医学
総合研究所の長の報酬水準は、1,960万円と推定され同水準である。
こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準
は妥当であると考えられる。

物質・材料研究機構は、金属材料技術研究所と無機材質研究所の二
つの国立研究所が統合して発足した法人であり、物質・材料科学技術
に関する基礎研究および基盤的研究開発を行い、研究成果の情報発
信及び活用促進を図ると共に、施設及び設備の共用、研究者・技術者
の養成と資質の向上を目的としている。
そうした組織の中で、物質・材料研究機構の監事は国立研究開発法
人の業務を監査し、主務省令で定めるところにより監査報告を作成し、
監査の結果に基づき必要があると認めるときは、法人の長又は主務大
臣に意見を提出するなど、研究分野等に対する高度な専門性が求め
られる。
監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役報
酬1,701万円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間
給与額2,249万円と比べてもそれ以下となっている。
また、研究開発を主要な業務とする旧国立研究開発法人放射線医学
総合研究所の監事の報酬水準は、1,337万円と推定され同水準であ
る。
こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準
は妥当であると考えられる。
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　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

物質・材料研究機構は、金属材料技術研究所と無機材質研究所の二
つの国立研究所が統合して発足した法人であり、物質・材料科学技術
に関する基礎研究および基盤的研究開発を行い、研究成果の情報発
信及び活用促進を図ると共に、施設及び設備の共用、研究者・技術者
の養成と資質の向上を目的としている。
そうした組織の中で、物質・材料研究機構の監事は国立研究開発法
人の業務を監査し、主務省令で定めるところにより監査報告を作成し、
監査の結果に基づき必要があると認めるときは、法人の長又は主務大
臣に意見を提出するなど専門性が求められる。
監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役報
酬1,701万円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間
給与額2,249万円と比べてもそれ以下となっている。
また、研究開発を主要な業務とする旧国立研究開発法人放射線医学
総合研究所の監事は、当法人と職務内容・職責が近い。
こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準
は妥当であると考えられる。

職務内容の特性や参考となる他法人との比較などを考慮すると法人の
報酬水準は妥当であると考える。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成27年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

7,003 5 2015/3/31 1.1

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事

法人の長

理事A

法人での在職期間
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５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方
Ⅰ１②にある仕組みを継続して実施し、必要に応じて拡充することを検討
する。

判断理由
該当者なし

当該理事は、研究成果の情報発信及び活用促進、中核的機関としての活動（研究設備の共用、人材育成、産学独連携等）等の業務を中心に担

当し、中期計画・年度計画を着実に実施するとともに、在任期間中に新たに発足した研究施設共用事業を着実に推進するなど機構の業務運営

に多大な貢献をしたことから、当該理事の業績勘案率については1.1と決定された。

該当者なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

監事

法人の長

理事A
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成27年度における主な改定内容

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、類似した事業を実施している独立行政法人等
のほか、平成27年職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別（当該法人552
人）・職種別平均支給額を参考にした。
①  旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所･･･当該法人は、同じ国立研究開発法人として
研究業務を実施し、法人規模についても同等の法人規模（常勤職員数454人）であった。
② 国家公務員･･･平成27年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額
は408,996円、研究職俸給表の平均給与月額は551,477円となっており、全職員の平均給与月額
は416,455円となっている。
③ 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒事務係長の４
月の平均支給額は514,165円、大学卒技術課長の4月の平均支給額は633,054円となっている。
組織の活性化と業務の質の向上を進めるとともに、効率的な業務運営に努めるため、適性な人
件費管理を行う。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

勤勉手当、業績手当、査定昇給において、職員の成果、機構への貢献度等が反映される給与と
なっている。
当法人においては、平成17年より業績手当を導入しているが、結果導入当初は研究職において
最大約92万円の給与差があったが、現在では最大約138万円まで拡大している。

物質・材料研究機構職員給与規程に則り、本給及び諸手当（扶養手当、管理職手当、能力手
当、職能手当、地域手当、研究員調整手当、期末手当、勤勉手当、業績手当、通勤手当、住居
手当、単身赴任手当、時間外勤務手当）としている。
期末手当の額は、期末手当基礎額（本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当
及び研究員調整手当の月額の合計額）に、6月に支給する場合においては100分の122．5、12月
に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額（特定職員にあっては、6月に支給する
場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額）
に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とし
ている。
勤勉手当（研究職員、エンジニア職員にあっては業績手当）の額は、勤勉手当基礎額（本給月額
並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額）に、期末手当・勤勉手当支給細則に定める割
合を乗じて得た額としている。
なお、平成27年度では、①全本給表のベースアップ（平均0.4％増）、②勤勉手当・業績手当の
支給率の引上げ（0.1月分引上げ）、③地域手当の引上げ（2％引上げ）及び④管理職手当・能力
手当・職能手当の引上げ（一部の区分について300円）を実施した。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

482 47.1 9,162 6,956 108 2,206
人 歳 千円 千円 千円 千円

78 41.9 6,545 4,898 91 1,647
人 歳 千円 千円 千円 千円

355 48 9,781 7,435 104 2,346
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 49 8,839 6,756 167 2,083

人 歳 千円 千円 千円 千円

173 40.4 4,949 4,949 109 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 56.4 4,212 4,212 119 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

149 37.9 5,067 5,067 107 0

任期付職員

事務・技術

うち所定内
平成27年度の年間給与額（平均）

うち賞与平均年齢

事務・技術

研究職種

区分
総額

人員

研究職種

注１：「エンジニア職」とは、研究を円滑に推進し、より多くの優れた研究成果を得る上で、装置、設備、プログラム設計
などに関する独自の開発や高度化などを含む研究支援及び研究基盤構築の業務を行う職種。

注２：常勤職員については、任期付職員及び再任用職員を除く。

注３：非常勤職員については、該当者がいないため記載しない。

エンジニア職種

常勤職員
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員
を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

7 53.5 9,593

16 46.3 7,440

42 41.0 6,116

7 31.4 4,614

6 35.7 4,680

（研究職員）

平均
人 歳 千円

77 51.3 10,998

234 46.7 9,061

12 37.7 6,465

32 53.0 12,211

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

60.6 63.4 62.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.4 36.6 37.9

％ ％ ％

         最高～最低 47.3　～　35.8 439　～　33.2 45.5　～　34.5

％ ％ ％

60.7 63.2 62

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.3 36.8 38

％ ％ ％

         最高～最低 47.1　～　　34.2 45.5　　～　　31.7 46.6　　～　　32.9

（研究職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

57.3 60.4 58.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.7 39.6 41.1

％ ％ ％

         最高～最低 57.3　　～　35.0 53.7　～　　32.2 55.4　　～　　33.5

％ ％ ％

62.4 65.2 63.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.6 34.8 36.2

％ ％ ％

         最高～最低 47.4　～　　33.9 43.8　　～　31.2 45.5　～　　32.5

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

ユニット長 13,897～9,134 

注：本法人には本部研究部長相当職の上位の職種がおかれているため、「ユニット長」を代表的職位として揚げた。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

研究部長 14,266～8,347

主任研究員 12,244～6,054

研究員 7,213～5,784 

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

8,218～6,759

一般
職員

一律支給分（期末相当）

係長 7,961～4,568 

主任 4,968～4,330 

係員 6,259～3,919

区分

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

課長 10,307～9,162

課長補佐

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

賞与（平成27年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）
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３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

（法人の検証結果）
物質・材料研究機構は、物質・材料科学技術に関する基礎研究および基盤的
研究開発を行い、研究成果の情報発信及び活用促進を図ると共に、施設及び
設備の共用、研究者・技術者の養成と資質の向上を目的としており、これらの
業務を達成するために優秀な職員を確保する必要がある。
物質・材料研究機構の給与体系は、国家公務員の給与体系に準拠した規程
を整備し運用し、国家公務員（行政職俸給表（一））の平均給与月額408,996円
と国家公務員の給与水準と同等であり、民間給与の平均支給額514,165円を
下回る。

（主務大臣の検証結果）
住居手当を受給する者の比率が高いことにより比較指標は高くなっているが、
法人の給与制度は国に準じており、給与水準はおおむね適正であると考え
る。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

内容

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　103.3

対国家公務員
指数の状況

・年齢・地域勘案　　　　　　　101.9

項目

・年齢・地域・学歴勘案　　　　101.9

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　　102.1

○平成28年度に見込まれる対国家公務員指数
対公務員指数　100程度
（地域勘案　100程度、学歴勘案　100程度、地域・学歴勘案　100程度）

今後も、メリハリのある人事管理や、機構の職員給与規程の改正に当たって
は、一般職の職員の給与に関する法律に準拠することなどにより、国家公務員
と同程度の水準が維持できるよう努める。

（年齢・学歴勘案）
若年層の職員割合が高く、業績評価において職員割合に連動して若年層の
職員が高い評価を受ける割合が高くなっている事から、高い昇給区分が適用
されているため国に比べ給与水準が高くなっていると考えられる。
（地域・学歴勘案）
当機構職員における住居手当を受給する者の比率が34.7%となった一方、国
家公務員の住居手当を受給している者の比率は17.4%（平成27年国家公務員
給与実態調査）であることが原因の一つと考えられる。

　給与水準の妥当性の
　検証

- 12 -



研究職員

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

講ずる措置

○平成28年度に見込まれる対国家公務員指数
対公務員指数　103程度
（地域勘案　103程度、学歴勘案　103程度、地域・学歴勘案　103程度）

国内外に開かれた世界最高峰の研究機関として物質・材料研究分野で中核
的な役割を果たして行くためには、今後も博士課程修了者等の高学歴で優秀
な国内外の研究者の採用を行っていくことが不可欠である。
これにより、大卒以上、特に博士課程修了者の割合が高まることとなるが、メリ
ハリのある人事管理や、機構の職員給与規程の改正に当たっては、一般職の
職員の給与に関する法律に準拠することなどにより、現状と同程度の水準が維
持できるよう努める。

○22歳（大卒初任給、独身）
月額　203千円 　年間給与　3,377千円
○35歳（係長、配偶者・子１人）
月額　327千円 　年間給与　5,334千円
○45歳（課長補佐、配偶者・子2人）
月額　436千円 　年間給与　7,189千円

Ⅱ１②にある仕組みを継続して実施し、必要に応じて拡充すること
を検討する。

項目 内容

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

（年齢・学歴勘案）
若年層の職員割合が高く、業績評価において職員割合に連動して若年層の
職員が高い評価を受ける割合が高くなっている事から、高い昇給区分が適用
されているため国に比べ給与水準が高くなっていると考えられる。
（地域・学歴勘案）
当機構職員における住居手当を受給する者の比率が34.7%となった一方、国
家公務員の住居手当を受給している者の比率は17.4%（平成27年国家公務員
給与実態調査）であることが原因の一つと考えられる。

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
物質・材料研究機構は、物質・材料科学技術に関する基礎研究および基盤的
研究開発を行い、研究成果の情報発信及び活用促進を図ると共に、施設及び
設備の共用、研究者・技術者の養成と資質の向上を目的としており、これらの
業務を達成するために優秀な職員を確保する必要がある。
物質・材料研究機構の給与体系は、国家公務員の給与体系に準拠した規程
を整備し運用し、国家公務員の平均給与月額551,477円と国家公務員の給与
水準と同等であり、民間給与の平均支給額633,054円を下回る。

（主務大臣の検証結果）
物質・材料研究機構は、物質・材料科学技術に関する基礎研究および基盤的
研究開発を行い、研究成果の情報発信及び活用促進を図るとともに、施設及
び設備の共用、研究者・技術者の養成と資質の向上を目的としており、今後も
優れた研究成果をあげていくためには、優秀な研究者を確保することが不可
欠である。また、研究開発の国際競争力の強化などを定めた研究開発力強化
法においても国際社会で活躍する卓越した研究者を確保するため、給与上の
優遇措置を講ずることが求められている。これらの結果、当該法人の比較指標
が高い傾向にあるが、適正な範囲内であると考える。引き続き適正な給与水準
の維持に努めていただきたい。

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　103.4

・年齢・地域勘案　　　　　　　　102.1
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　102.9

・年齢・地域・学歴勘案　　　　101.5
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Ⅲ　総人件費について

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D) 916,661 921,582 965,080 1,036,533 1,078,660
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

104/100

98/100

92/100

87/100

Ⅳ　その他

・「給与、報酬等支給総額」（対前年度比59,362千円増）及び「最広義人件費」（対前年度
比138,140千円増）については、国家公務員の給与見直しに準拠して給与等の引上げを
行ったこと、情報統合型物質・材料研究拠点の立上げによって外部から参画する研究者
等が増えたことから非常勤役職員等給与が増加したこと等による結果である。

給与、報酬等支給総額
6,161,037 5,851,079

区　　分

389,293

5,921,876 6,481,401 6,540,763

1,598,739

8,661,444 9,505,9658,903,9038,946,412

退職手当支給額
382,348 628,474 270,586

9,644,105

福利厚生費

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

389,044

最広義人件費

1,635,637
非常勤役職員等給与

1,486,366 1,502,767 1,503,902

特になし

（職員の退職手当について）
・実施期間：平成25年1月31日から
・退職手当の支給水準について：退職手当の調整率を次の表の通り段階的に引き下げ
た。

平成２５年１月３０日以前

平成２５年１月３１日～９月３０日

平成２５年１０月１日～翌年６月３０日

平成２６年７月１日以降
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